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令和６年第６回京田辺市教育委員会定例会会議録 

 

日 時 令和６年６月１９日（水）午前１０時００分 開会 

                  １０時４０分 閉会 

場 所 京田辺市役所３０５会議室 

 

会議日程 

日程第１  教育行政報告  
日程第２  議案第３６号 京田辺市学校教育審議会委員の委嘱について 
日程第３  議案第３７号 京田辺市いじめ防止対策推進委員会委員の委嘱につ

いて 
日程第４  議案第３８号 京田辺市立図書館協議会委員の委嘱について 
日程第５  協議 第１期京田辺市立幼稚園・保育所再編整備計画に基づ

く市立幼稚園の統合について 
 

 

出席者 

教育長 山岡  弘高 
委員（教育長職務代理者） 西村  和巳 
委員 藤原  孝章 
委員 上村  真代 
委員 伊東  明子 

 

 （事務局出席職員） 

教育部長 櫛田  浩子 
教育指導監 片山  義弘 
教育部副部長 古谷  隆之 
教育総務室担当課長 平岡  孝章 
こども・学校サポート室総括指導主事 勝又   靖志 
学校給食課長  西村   明 
社会教育課長 出島  ケイ 
社会教育課担当課長 七五三 和広 
こども未来部長 釘 本 幸一 
こども未来部副部長 河 本 佐和子 
保育幼稚園課長 内 野 文彦 
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 （事務局書記職員氏名） 

教育総務室総務係長 近藤  隆充 
教育総務室再任用主査 鈴木  勝浩 

 

 
会議の要旨 

 

○開会宣言 

 教育長が開会の宣言をした。 

 

○日程第１ 教育行政報告 

 

［報 告］ 

  前回の会議以降の教育行政関係行事について資料配付により報告。 

［質 疑］ 

（西村委員）議会報告 P４中「現状の部活動と地域クラブが重なって活動してい

る」という表現について、もう少し説明を願いたい。 

（事務局） 

現在、学校部活動以外に保護者が中心となって、同じメンバーで作っている

クラブに、学校教員が指導に行っている。しかし、これは保護者が作っている

というということから、学校部活動ではないということである。 

（教育長） 

部活動の指針で、週に２日間、部活動を休止することになっていることから、

平日に 1 日、それから土日のどちらかで 1 日部活を中止している。 

土日についてはどちらか１日あってもそれは半日で終わるが、残りその土日

の半日と 1 日、その分を保護者が作るクラブチームが学校部活動と同じ生徒

のメンバーで、それから指導者も学校の教員がそこのクラブチームの指導者に

入っている。一見、学校部活動を週全部あるように見えるが、名目上は学校部

活動と地域クラブは分けて行われているということである。 

（西村委員） 

今後、部活動の移行を考えていく上で、いろいろ研究課題があると思われる

ので、その点、よろしくお願いする。 

 

［会議の非公開］ 

 日程第２から第５の協議について、教育長が議事の内容を踏まえ、会議を非公

開とすることについて提案し、委員全員から同意が得られたため、会議を非公開
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とすることとなった。 

 

○日程第２  議案第３６号「京田辺市学校教育審議会委員の委嘱について」 

○日程第３  議案第３７号「京田辺市いじめ防止対策推進委員会委員の委嘱

について」 

○日程第４  議案第３８号「京田辺市立図書館協議会委員の委嘱について」 

 

 

 これら３件について教育長から一括議題とする提案があり承認された。 

 

［説 明］ 

（事務局） 

資料に基づいて説明 

 

［質 疑］ 

  なし 

 

［採 決］ 

 議案ごとに採決の結果、いずれも原案どおり可決された。 

 

○日程第５ 協議「第１期京田辺市立幼稚園・保育所再編整備計画に基づく市立 

幼稚園の統合について」 

［説 明］ 

（事務局） 

資料に基づいて説明 

［質 疑］ 

（西村委員） 

松井ケ丘保育園の園児数減少の原因やこれまでの対策は。 

（事務局） 

近隣市に認定こども園があり、今の保護者のニーズに対応した様々なサービ

スをそれぞれ施設が提供しているということがある。市内の幼稚園については、

昔から「遊び」を中心に取組を行われているが、今の保護者にとっては様々な

サービスを提供する部分を優先的に選択され、そちらに流れている現実がある。 

  市として、歯止めをかけるため、これまでホームページ等で保育内容の宣伝、

駅前の商業施設で自由に参加できるイベントを開催する等の情報発信を行っ

てきた。 
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（上村委員） 

大住こども園との統合は距離的に遠くなり通園を敬遠するのでは。 

（事務局） 

物理的に距離は遠くなるが、他の地区からの転園希望者は車通園を認めるこ

とで、大住保育園を選択していただけると考えている。 

（伊東委員） 

人数が少ない上に令和７年度からは大住こども園に転園して良いという条

件がついてくるので、一層人数が少なくなってしまうことが予測される。その

ような中、松井ケ丘幼稚園に残ったこども達が、３歳から５歳の人生の中で社

会生活を培う大切な時期に、人数が少ない中で生活をするということに対して、

教育の工夫を考えていただきたいということを意見する。 

（教育長） 

松井ケ丘幼稚園から大住こども園まで徒歩で行った場合、何分ぐらいか。 

（事務局） 

松井ケ丘幼稚園の通園区域の一番遠い所から大住こども園までは２０～３

０分かかる。 

（藤原委員） 

この統合の結果、松井ケ丘幼稚園で働いておられる教職員の方の雇用は。 

（事務局） 

市の職員であることは変わりない。むしろ配置転換により、不足している専

門職の確保ができる。 

（西村委員） 

大住方面で拠点となる公立園が大住こども園の１箇所となる点についてど

う考えるか。 

（事務局） 

これから、市内の保育環境を整えて行く上で公立だけでは難しい現実があり、

民間の力が必要である。公立を全てなくそうとしているわけではなく、支援が

必要な方の受入れ等拠点としての公立の役割を担ってく必要があると考える。 

  

［会議を非公開とすることの終了宣言］ 

 非公開事件の議事日程が終了したため、教育長が、会議を非公開とすることの

終了を宣言した。 

 

○その他 

 なし 
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○閉会宣言 

 教育長が閉会の宣言をした。 

                                   

      
 
 
〈この会議録は、議題及び議事の大要を記載したものである。〉 
 
 


